
 

事 務 連 絡 

令和８年３月 27日 

各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 課 
各 公 私 立 短 期 大 学 施 設 担 当 課 
各 公 私 立 高 等 専 門 学 校 施 設 担 当 課 
独立行政法人国立高等専門学校機構施設担当課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課 
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課  御中 
構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 １ 項 の 
認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 
厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害福祉部企画課 
 
 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 

 

 

「学校バリアフリープラットフォーム」の開設について 

 

 

文部科学省では、令和７年８月に「学校施設バリアフリー化推進指針」の改訂や、

公立小中学校等におけるバリアフリー化の令和 12 年度末までの整備目標の設定を行い、

通知等を通じて学校施設のバリアフリー化を一層進めるよう要請してきたところです。 

この度、学校施設のバリアフリー化に取り組む学校設置者を支援するため、「学校

バリアフリープラットフォーム」を開設しましたので、お知らせします。 

本プラットフォームでは、別添のとおり、学校設置者がバリアフリー化を検討する

際に必要となる情報を提供する「学校バリアフリーガイド」、普及啓発コンテンツの

提供、相談窓口、学校設置者間のネットワーク構築等の機能を備えています。 

各学校設置者におかれては、本プラットフォームを活用するとともに、学校施設の

バリアフリー化を着実かつ迅速に進めるようお願いします。 

このことについて、各都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に

対し、各都道府県私立学校主管部課においては所轄の私立学校（専修学校、各種学校

を含む）に対し、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の

学校設置会社担当課においては所轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知

いただくようお願いします。 

 

（添付資料） 

別添 「学校バリアフリープラットフォーム」概要 

 

※本プラットフォームは、下記 URLで公開しています。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_00003.html 

 

 【本件担当】 

大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課 指導第一係 

電 話：03-6734-2291 E-mail：shisetulead-1@mext.go.jp 

学校施設のバリアフリー化に取り組む学校設置者を支援するため、「学校バリアフリープラットフォー

ム」を開設したことをお知らせするものです。本プラットフォームを活用し、学校施設のバリアフリー

化を着実かつ迅速に進めるようお願いします。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_00003.html
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